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愛知県 

一宮市 

１．斎場整備運営事業について  

 平成１７年４月１日、一宮市、尾西市及び木曽川町の合併により新

生「一宮市」が誕生した。旧一宮斎場と尾西斎場の２箇所のうち中心

となる旧一宮斎場は、合併時点で建設後約５０年が経過し、老朽化が

著しい状態であった。合併による火葬件数の増加や高齢化に伴う火葬

需要の増加に対応するため、斎場の建て替えに取り組むこととなった。

平成１８年３月策定の「一宮市行政改革大綱」では、取組事項の一つ

として、市長の発案により「斎場業務の委託化」が挙げられ、ＰＦＩ

方式を導入し、民間活力によるサービス水準の向上並びに財政支出の

削減及び平準化を図る方針となった。 

平成１８年度から平成１９年度における実際のＰＦＩ方式導入の検

討では、基本計画策定、ＰＦＩ導入可能性調査、環境影響評価につい

て、総合建設コンサルタントの企業に業務委託をし、同時進行で庁内

組織である一宮市ＰＦＩ導入検討委員会等における検討を進め、ＰＦ

Ｉ方式で行うことが最終決定された。平成２０年度に「一宮斎場整備

運営事業ＰＦＩアドバイザリー業務選考審査委員会」において、公募

による提案事業者のプレゼンテーション及びヒヤリングによる選考を

経て、ＰＦＩ事業者が決定し、平成２１年３月末、建設期間２年、そ

の後の管理運営期間を１５年とする、１７年間の契約を締結、平成

２３年４月１日から供用を開始し現在に至っている。 

事業成果としては、まず、ＰＦＩ方式の導入による財政負担縮減額

として１５億４，０３０万円（２４．６％）の削減が図られたこと、

加えて、ＰＦＩ事業者であるＰＦＩ一宮斎場株式会社は、構成企業５社

による特別目的会社として地元に誕生した新たな企業であり、地元地

域での資機材の購入・調達や新たな雇用の創出など、民間の事業機会

創出による地域の活性化が挙げられる。 

石川県 

金沢市 

１．地域コミュニティの推進について 

～集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例につ

いて～ 

城下町として発展した「金沢」は、第２次世界大戦時に空襲被害を

受けなかった全国でも珍しい都市であった。このことは、町の構造物

を破壊されなかったばかりでなく、金沢という町のコミュニティが破

壊されなかったことでもあり、現在の金沢市における１，３６１の町

会の存在にもつながっている。 

 近年、少子高齢化という人口構成の変化、核家族化及び都市化の流

れの中、個人の価値観の変化や生活様式の多様化の影響により、コミ

ュニティ意識は低下し、町会加入率も、世帯数の増加に反して低下の

動きを示している。同市において、マンション、アパートなど集合住 



 

宅の建設は、集合住宅の住民同士、さらには集合住宅住民と地域との

つながりが希薄化してしまう傾向があるとし、町会加入率低下の一要

因と考えられた。 

そこで、同市では、平成１９年度より集合住宅のコミュニティ促進

に係る条例制定の検討を始めた。町会連合会等の地域団体、事業者、

学識経験者及び公募委員で構成される「集合住宅のコミュニティ組織

形成検討懇話会」での審議を経て、平成２０年３月２６日、「集合住宅

におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例（集合住宅コミ

ュニティ条例）」が制定され、同年４月１日から施行された。同条例は、

「住民に対して、町会の結成や加入を強要するものではなく、地域住

民の自主性と主体性に基づき、住民自らの手でコミュニティを形成す

ることを、市が側面から支援する方策」という考えに基づいている。 

同条例に基づく具体的な施策をみると、①集合住宅住民向けの施策

として、コミュニティスペースとして使用する集合住宅の空室の賃借

料に対する補助などが挙げられる。②事業者向けの施策として、集合

住宅建設時から事業者の担当者と既存の町会が連絡を取れるようにす

る、集合住宅の「コミュニティ担当者届出制度」などが挙げられる。

③一般町会向けの施策として、町会に関するさまざまな相談に、町会

連合会から委嘱される単位町会長が、専任のアドバイザーとして地元

の悩みなどの相談を受ける「コミュニティ相談窓口」の開設などが挙

げられる。現在、同市では、平成２７年３月予定の北陸新幹線金沢開

業に向け、関係課や事業者とのさらなる連携体制を強化し、集合住宅

の建築計画からのサポートによる町会加入の徹底を図ることなどを課

題としている。そうして、平成２５年３月に策定された「世界の交流

拠点都市金沢 重点戦略計画」における重点方針の一つである「あら

ゆる世代に対応した新たなコミュニティの形成」に向けて地域コミュ

ニティの推進を図っている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀県 

米原市 

１．地域コミュニティの推進について 

～まちづくり活動支援事業と地域創造支援事業について～ 

平成１７年２月１４日、旧坂田郡の山東町、伊吹町、米原町の３町

が合併し米原市となった後、同年１０月1日に米原市と近江町が合併

し、新生「米原市」が誕生した。同市では、地域の多様な主体が活躍

するコミュニティの推進を目指し、「まちづくり活動支援事業」や「地

域創造支援事業」を展開している。 

 「まちづくり活動支援事業」について、同市では、集会所および広

場などのコミュニティ施設の整備や、地域の活性化、地域課題解決に

向けた活動事業に対して助成を行うほか、自治会などが自主的に行う

まちづくり事業を支援するための助成を行っている。 

次に、「地域創造支援事業」について、同市では、市民と市がともに

考え、地域の個性を生かしたまちづくりを推進し、次世代に誇れる元

気な米原市を創造するため、平成２０年４月、「多様なまちづくり支援

のための地域創造会議設置要綱」を定め、同年６月には、山東、伊吹、

米原、近江の各市民自治センターが担当する区域ごとに「地域創造会

議」を設置し、市民委員と市民自治センターが協働で、地域の課題や

地域の特色等から地域支援計画策定のための検討・協議を行うととも

に、時代の変化に対応した新しい地域自治の仕組みを築いていくため

の検討を始め、地域ごとの運用を現在まで継続してきている。またそ

の中で、市民主体の個性あるまちづくり活動を支援するため、平成

２１年度から活動（ソフト事業）に対する補助制度として、地域創造

支援事業補助金を設けている。この地域創造支援事業の対象者は、米

原地域内で活動をしている自治会、市民団体、ＮＰＯ法人及びまちづ

くり活動を行う企業であり、これらの団体等は、この補助制度を活用

しながら、自然環境を守る事業や伝統文化を守る事業及び次世代に引

き継ぎたい事業など、地域の特色や絆を生かした個々のまちづくりを

展開している。 
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